
主催
当協議会では、上記の皆様からのご出資と 新潟市の補助金により 、

交通事故を防止するための活動を行っています。

新潟市・ 　 　  新潟市交通対策協議会

新潟市交通対策協議会出資団体新潟市交通対策協議会出資団体

新 潟 交 通 株 式 会 社 新潟市ハイ ヤータ ク シ ー 協会 北 陸 ガ ス 株 式 会 社

（ 一 社） 新 潟 市 道 路 保 全 協 会 新 潟 市 管 工 事 業 協 同 組 合 新 潟 市 火 災 共 済 生 活 協 同 組 合

（ 一 財） 新 潟 北 交 通 安 全 協 会 （ 一 財） 新 潟 東 交 通 安 全 協 会 （ 一 財） 新 潟 中 交 通 安 全 協 会

（ 一 社） 新 潟 市 建 設 業 協 会 新 潟 市 水 道 局

（ 一 財） 江 南 地 区 交 通 安 全 協 会 （ 一 財） 秋 葉 区 交 通 安 全 協 会 （ 一 財） 新 潟 南 区 交 通 安 全 協 会

（ 一 財） 新 潟 西 交 通 安 全 協 会 （ 公 財） 西 蒲 地 区 交 通 安 全 協 会 新 潟 北 安 全 運 転 管 理 者 協 会

新 潟 東 安 全 運 転 管 理 者 協 会 新 潟 中 安 全 運 転 管 理 者 協 会 江 南 地 区 安 全 運 転 管 理 者 協 会

秋 葉 区 安 全 運 転 管 理 者 協 会 新 潟 南 区 安 全 運 転 管 理 者 協 会 新 潟 西 安 全 運 転 管 理 者 協 会

新 潟 県 ト ラ ッ ク 協 会 新 潟 支 部 新 潟 市 小・ 中 学 校 P T A 連 合 会 新 潟 市 青 少 年 育 成 協 議 会

新 潟 日 報 社 日 本 放 送 協 会 新 潟 放 送 局 株 式 会 社 N S T 新 潟 総 合 テ レ ビ

株 式 会 社 新 潟 テ レ ビ 2 1 株 式 会 社 エ フ エ ム ラ ジ オ 新 潟 株 式 会 社 け ん と 放 送

株 式 会 社 N T T 東 日 本 - 関 信 越 東北電力ネット ワーク 株式会社新潟電力センタ ー

冬の交通事故防止運動
期間 12 月11 日（ 月）～12 月2 0 日（ 水）12 月11 日（ 月）～12 月2 0 日（ 水）

冬道は  心の余裕と   車間距離スローガン

令和5 年令和5 年安心・ 安全な 新潟市を目指し て安心・ 安全な 新潟市を目指し て

横断歩行者等の交通事故防止 ～渡るよサインの活用～

　 横断歩道を横断中、又は横断しようと する歩行者の横断を妨害する行為は道路交通法違反です。

・ 罰　 則　 ３ 月以下の懲役又は５ 万円以下の罰金

・ 違反点　 ２ 点　 　 ・ 反則金　 9 ,0 0 0 円（ 普通車）

横断歩道では歩行者が最優先です！

　 夕暮れ時間帯は、交通事故が多発する傾向にあります。暗く なる前にライト を 点灯し 、ハイビームと ロービームをこまめに

切り 替えるなど、歩行者等を早期に発見して、交通事故を防止しましょう 。

早めのラ イト 点灯と ハイビームの活用

　 歩行者は、道路を横断する時に「 渡るよサイン」で横断する意思を明確に示し 、車

が止まったことを確認し て横断しましょう 。

※「 渡るよサイン」と は、歩行者がド ライバーに横断する意思を 明確に伝える動作

で、「 手を上げる」、「 顔や体をド ライバーに向ける」等をいいます。

「 渡るよ サイン」 を 活用し まし ょ う！

詳しく はこ ちら

（ 県警H P ）

　 夜間の交通事故防止には夜光反射材が効果的です。

　 夜間歩く ときは、ド ライバーから 見えやすいよう に反射材をつけましょう 。

夜光反射材を 活用し まし ょ う

　 令和５ 年のJAFの調査結果では、歩行者が横断し よう とし ている「 信号機のない横断歩道」

において、一時停止し た車は、新潟県では2 3 .2 ％（ 前年比-2 .5 ％）と 全国最下位でし た。

　 全国平均は4 5 .1 ％と 昨年より 5 .3 ポイント 増加しまし たが、本県は減少し 、約８ 割の車が停

止していないと いう 結果になりまし た。

　 ダイヤマーク の先には横断歩道があります。しっかりと 確認し 、横断歩道を横断し ている人・

横断しよう とする人がいたら 必ず止まりましょう 。

横断歩道での停止率全国最下位

こ の運動は、年末が近づく と 、人や車

の動き が慌ただし く なると と も に、冬

型の気候や飲酒機会の増加等により 、

交通事故の多発が懸念さ れるこ と か

ら 、市民一人一人に交通ルールの遵守

と 正し い交通マナーの実践を 習慣付

けること により 、交通事故防止を 図る

ことを目的とし ます。

❶ 横断歩行者等の交通事故防止～渡るよサインの活用～

❷ 飲酒運転の根絶

❸ 冬道の安全走行

運 動 の 重 点

飲酒運転の根絶

　 飲酒運転は極めて悪質で危険な犯罪です！

　 本年９ 月末時点で、新潟市内では１４ 件（ 前年比＋５

件）の飲酒運転による交通事故が発生し ており 、昨年と

比較して増加し ています。

　 一人一人が「 飲酒運転を絶対にし ない、さ せない」と

いう 強い意志を 持ち、家族、友人、会社、飲食店など皆

で協力して、飲酒運転を根絶しましょう 。

冬道の安全走行

　 冬道は焦ら ず慎重に運転すること が大切です。時間

に余裕を持って運転しましょう 。

　 急ブレ ーキ、急ハンド ル等「 急」

のつく 運転はやめましょう 。

　 前車と の車間距離を 保ち 、前車

の動きに注意しましょう 。　

　 雪が降る前にタ イヤ交換をしましょう 。

春に向けて自転車ヘルメット の準備をし まし ょ う

　 警察庁による自転車ヘルメット 着用率の全国調査の結果、新潟県は、2 .4 ％と 全国最下位でし た（ 全国

平均1 3 .5 ％）。

　 令和５ 年１０ 月末時点で、新潟市内では２ 人の方が自転車乗車中の事故で亡く なっています。ヘルメット

非着用時の致死率は、着用時と 比べて約2 .6 倍になります（ 令和４ 年の全国統計）。

　 自ら の命を守るため、春に向けて、ヘルメット の準備をしましょう 。



新潟市・ 新潟市交通対策協議会が 実施する 主な 行事計画

～新潟市交通対策協議会　 交通遺児等激励事業～

新潟市交通対策協議会では、交通事故により 保護者等が死亡、もしく は重度の後遺障害

を負った、新潟市内に居住する中学生以下の子ども を対象に、激励事業を行っております。

当事業は市内の個人・ 企業・ 団体から 寄せら れる善意の寄付金でまかなっています。

子ども 達の健全育成・ 支援のため、皆さ まのあたたかいお気持ちをお寄せく ださ い。

大変お手数ですが、ご寄付をさ れまし たら 、右記の市民生活課安心・ 安全推進室まで、ご

連絡をお願いし ます。

新潟信用金庫　 本店
普通預金： ０２６４１７８
口座名： 新潟市交通対策協議会

受 付 口 座

西支部（ 西区役所）

江南支部（ 江南区役所）中央支部（ 中央区役所）

西蒲支部（ 西蒲区役所）秋葉支部（ 秋葉区役所）

東支部（ 東区役所）北支部（ 北区役所）

１ ，渡ら せ隊
・ 1 2 月1 1 日（ 月）7 : 3 0 ～ 
・ 早通南小学校周辺
登校時の児童に対し 、交通安全・ 事故防止を 呼び掛けます。

２ ，広報啓発活動
・ 1 2 月1 5 日（ 金）1 6 : 0 0 ～ 
・ 北区内
買物客に対し 、チラ シや啓発品を 配布し て、交通事故防止を

呼び掛けます。

３ ，「 飲酒運転根絶」 飲食店訪問指導
・ 1 2 月1 5 日（ 金）1 9 : 0 0 ～ 
・ 豊栄駅周辺飲食店
飲食店を 訪問し 、飲酒運転根絶のポスタ ーを 配布し ながら 、

飲酒運転根絶を 呼び掛けます。

４ ，広報活動
・ 期間中
区役所など の窓口でポスタ ーの掲示や啓発品の設置を 行

い、利用者に運動の実施について広報し ます。

１ ，出発式
・ 1 2 月1 1 日（ 月）1 3 : 3 0 ～ 
・ 新潟南警察署
関係機関・ 団体が参加し 、年末の特別警戒及び冬の交通事

故防止運動の出発式を 行います。

２ ，広報啓発活動
・ 1 2 月1 2 日（ 火）1 0 : 3 0 ～ 
・ イ オン白根店
買物客に対し 、チラシや啓発品、南区特産品のル・レクチェ を

配布し て、「 安全運転で交通事故なし 」を 呼び掛けます。 

３ ，広報活動
・ 期間中
市政情報モニタ ーによる広報

南区だより による広報

防災行政無線による広報

１ ，街頭指導所の開設
（ １ ）1 2 月1 3 日（ 水）1 4 : 0 0 ～ 
　 　 ラ ブラ 万代周辺

（ ２ ）1 2 月1 5 日（ 金）1 0 : 3 0 ～ 
　 　 古町通6・ 7 番町

通行中の自転車・ 歩行者に対し 、啓発品を 配布し な が
ら 飲酒運転根絶などの交通事故防止を 呼び掛けます。

２ ，高齢者交通安全教室
・ 1 2 月1 1 日（ 月）1 0 : 3 0 ～
・ 網川原自治会館
高齢者安全運転サポート 事業の一環と し て 、高齢者に対し
て安全運転と 交通事故防止を 呼び掛けます。

３ ，サンタ のクリ スマス交通安全教室
・ 1 2 月1 4 日（ 木）1 0 : 0 0 ～ 
・ 愛泉こども 園
園児に対し て 、サンタ と 一緒に交通ルールのお話やゲーム
を 楽し みながら 、交通事故防止を 呼び掛けます。

４ ，広報活動
・ 期間中・ 区内全域
市政情報モニタ ーによる広報
交通指導車による区内の巡回広報

１ ，出発式
・ 1 2 月1 1 日（ 月）1 0 : 0 0 ～
・ 江南区役所
関係機関・ 団体が集まり 、交通事故ゼロを 目指し 気運を 高め

ます。出発式では、保育園児によるイ ベント を 行います。出

発式後、啓発品をド ラ イバーへ配布し て、交通事故防止を 呼

び掛けます。

２ ，登下校時パト ロ ール
（ １ ）1 2 月1 1 日（ 月）7 : 0 0 ～
　 　 曽野木・ 両川地区

（ ２ ）1 2 月1 3 日（ 水）1 4 : 3 0 ～
　 　 横越・ 大江山地区

（ ３ ）1 2 月1 5 日（ 金）1 4 : 3 0 ～
　 　 亀田地区

（ ４ ）1 2 月1 9 日（ 火）1 4 : 3 0 ～
　 　 曽野木・ 両川地区

登下校時に交通安全指導員による巡回を 行います。

南支部（ 南区役所）

交通安全に関するお問い合わせは

または各区役所交通安全対策主管課まで～お 問い 合わせ先～

新潟市　 市民生活部　 市民生活課　 安心・ 安全推進室

北区役所 0 2 5 -3 8 7 -1 2 9 5  東区役所 0 2 5 -2 5 0 -2 7 2 0

中央区役所 0 2 5 -2 2 3 -7 0 6 4  江南区役所 0 2 5 -3 8 2 -4 2 5 4

秋葉区役所 0 2 5 0 -2 5 -5 4 7 0  南区役所 0 2 5 -3 7 2 -6 4 3 1

西区役所 0 2 5 -2 6 4 -7 1 2 0  西蒲区役所 0 2 5 6 -7 2 -8 1 4 7☎025-226 -1113 （
直
通
）

１ ，街頭パネル広報
・ 1 2 月1 1 日（ 月）1 1 : 0 0 ～
・ 新潟東警察署前
歩道にて 、一人一枚パネルを 持ちド ラ イ バーに対し 交通安

全を 啓発し ます。

２ ，広報啓発活動
（ １ ）1 2 月1 3 日（ 水）1 1 : 0 0 ～
　 　 イ オン 新潟東店

買物客に対し 、チラ シや啓発品を 配布し て、交通安全・

交通事故防止を 呼び掛けます。

（ ２ ）1 2 月1 8 日（ 月）9 : 3 0 ～
　 　 東区役所北口出入口

区役所来庁者に対し 、チラ シや啓発品を 配布し て 、交

通事故防止を 呼び掛けます。

3 ，広報活動
・ 期間中・ 区内全域
交通指導車による区内の巡回広報

市政情報モニタ ーによる広報

区役所内パネル展示

１ ，広報啓発活動
・ 1 2 月1 1 日（ 月）1 1 : 0 0 ～
・ ウオロク 新津店
買物客に対し 、チラ シや啓発品を 配布し て、交通事故防止を

呼び掛けます。

２ ，「 飲酒運転根絶」 飲食店訪問指導
・ 1 2 月1 3 日（ 水）1 8 : 3 0 ～
・ 新津駅前、荻川駅前、小須戸地域
秋葉区内の飲食店を 訪問し 、飲酒運転根絶のチラ シや啓発

品を 配布し ながら 、飲酒運転根絶を 呼び掛けます。

３ ，クリスマス反射材プレゼント と 交通安全教室
・ 1 2 月1 5 日（ 金）1 0 : 0 0 ～
・ 新金沢保育園
園児がオリ ジナルの反射材や反射タ スキを 作成し 、保護者

（ 祖父母）にプレゼント すること で反射材の着用を 促し ます。

また県警ゆき つばき 隊による交通安全教室やひかる君サン

タ から 園児へ反射材のプレゼント を 行います。

４ ，広報活動
・ 期間中・ 区内全域
交通指導車による区内の巡回広報

地域FM での広報

１ ，広報啓発活動
・ 1 2 月1 1 日（ 月）1 6： 0 0 ～
・ 清水フ ード センタ ー西内野店
付近を 走行するド ラ イ バーに対し 、パネルを 持っ て 、交通

ルール遵守等について呼び掛けます。

２ ，クリ スマス交通安全教室
・ 1 2 月1 2 日（ 火）1 0 : 0 0 ～
・ なの花こども 園
園児を 対象に、基本的な 交通ルールのお話や、一時停止・ 左

右の安全確認に関するゲームを 行い、園児の交通事故防止

を 呼び掛けます。

３ ，「 飲酒運転根絶」 飲食店訪問指導
・ 1 2 月1 5 日（ 金）1 6 : 3 0 ～
・ 西区内
飲食店を 訪問し 、飲酒運転根絶のポスタ ー等を 配布し な が

ら 、飲酒運転根絶を 呼び掛けます。

４ ，広報活動
・ 期間中・ 区内全域
交通指導車による区内の巡回広報

１ ，「 飲酒運転根絶」飲食店・ 事業所訪問指導
（ １ ）1 2 月1 1 日（ 月）1 2 : 0 0 ～
　 　 潟東地区

（ ２ ）1 2 月1 6 日（ 土）1 6 : 0 0 ～
　 　 中之口地区

（ ３ ）1 2 月2 0 日（ 水）1 8 : 4 0 ～
　 　 巻地区

各地区内の飲食店等を 訪問し 、飲酒運転根絶のポス

タ ーを配布し ながら 、飲酒運転根絶を呼び掛けます。

３ ，広報活動
・ 期間中
市政情報モニタ ーによる広報

防災行政無線による広報


